
●香川県告示第18 3号 

 救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項に規定する救急病院又は救急診 

療所として次の医療機関を認定したので、同令第２条第１項の規定により告示する。 

  令和６年９月３日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

 認定番号   認定の有効期間       医療機関名         所 在 地 

６－２   令和６年９月１日から 医療法人社団聖心会阪本病院 東かがわ市川東10 3番地１ 

      令和９年８月31日まで  

 ６－３   令和６年９月１日から 高松市立みんなの病院    高松市仏生山町甲84 7番地１ 

      令和９年８月31日まで                

 ６－４  令和６年９月１日から 医療法人社団三恵会木太三宅 高松市木太町3836番地７ 

      令和９年８月31日まで 病院 

  


